
- 1 -

久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和６年６月５日（水）午後１時３０分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 和 弘

２番 山 口 吉 広

３番 藤 本 直 樹

５番 岡 井 文 彦

６番 田 中 壽 嗣

７番 内 田 裕 夫

８番 石 塚 加 津 美

１０番 西 村 和 樹

１１番 野 英 紀

１３番 森 一 博

１４番 加 瀬 千 代

１５番 寺 内 一 郎

１６番 戸 田 治 巳

１７番 内 田 孝 司

１８番 村 田 良 文

１９番 口 敏 昭

２０番 林 吉 一

４．欠席委員 ４番 上 田 幸 子

９番 西 村 九 三 男
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５．会議録署名委員 １番 村 田 和 弘

２番 山 口 吉 広

６．委員会に職務のため出席した者の職氏名

農業委員会事務局局長 奥 隆 宏

農業委員会事務局次長 籔 内 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

７．委員会に説明員として出席した者の職氏名

都市整備部建設課課長補佐 栗 山 秀 範

都市整備部建設課係長 今 道 洋 輔

８．議 事

議案第１号 久御山農業振興地域整備計画の変更に関する意見

について（久御山農業振興地域整備計画の変更）

議案第２号 令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進

の状況その他事務の実施状況の公表について

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定

について（利用権設定）

議案第５号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定

について（所有権移転）

報告第１号 農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約

の通知について（賃貸借合意解約）

９．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

それでは、皆さんそろいましたので、令和６年第６回久御山

町農業委員会定例総会を始めさせていただきます。携帯電話を

お持ちの方は、電源をお切りになるかマナーモードにするな

ど、音が出ないようご配慮をお願いいたします。

なお、本日は上田委員及び西村九三男委員より欠席届をいた

だいておりますので、ご報告します。本日の出席委員は、農業

委員が１４名中１２名、農地利用最適化推進委員６名中６名

で、定足数に達していますので、総会は成立しております。

また、本日につきましては、議案第１号についての説明のた

めに、建設課の職員２名が出席していることを報告いたしま

す。

また、さる５月２７日に実施しました現地調査委員名を報告

させていただきます。なお、敬称は略します。

４番 上田委員

７番 内田裕夫職務代理者

１２番 松本委員

１８番 村田良文委員

事務局２名により実施しております。

それでは、開催にあたりまして田中会長よりごあいさつをお

願いいたします。

会長あいさつ

本日の議案は、

議案第１号 久御山農業振興地域整備計画の変更に関する意

見について

（久御山農業振興地域整備計画の変更） ２件

議案第２号 令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推

進の状況その他事務の実施状況の公表について

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） ５件

議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決

定について（利用権設定） ４件
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（会長）

（事務局）

議案第５号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決

定について（所有権移転） ２件

報告第１号 農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解

約の通知について（賃貸借合意解約） ２件

それではまず、議事に入る前に本日の議事録署名委員を指名

いたします。１番の村田和弘委員、２番の山口委員、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。

それでは、お手元の資料に基づきまして、議事を進めてまい

ります。議案第１号久御山農業振興地域整備計画の変更に関す

る意見について、久御山農業振興地域整備計画の変更につきま

して、を議題といたします。

まず、受付番号１につきまして、事務局より説明を願います。

議案に入る前に農振法について、少しご説明させていただき

ます。右上に資料Ａと書かれた資料の綴りの１ページをご覧く

ださい。農振法は、農業振興地域整備計画に関する法律のこと

で、総合的に農業振興を図ることが必要であると認められる地

域について、農業の健全な発展を図るとともに国土資源の合理

的な利用に寄与することを目的として昭和４４年に制定され

ました。

１枚めくっていただいて、２ページをご覧いただきたいので

すが、上段のとおり農業振興地域の指定は都道府県知事が農業

振興地域整備基本方針に基づき農業振興を図ることが相当と

認められる地域を指定し、そして、下段のとおり市町村が将来

的に農用地として利用を図るべき土地の区域を農用地区域と

して指定しています。

なお、本町においても昭和４７年２月に京都府から農業振興

地域の指定を受け、昭和４９年５月に農用地区域を指定してい

ます。

図で申しますと、同じページの右下をご覧いただきたいんで

すけど、外側の枠内が農業振興地域、中の枠内が農用地区域で、

重なっているところが農振農用地区域、いわゆる青地と呼ばれ
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（事務局）

（建設課）

るところになります。そして、重なっていないところが、いわ

ゆる白地となります。

また、市町村の農業振興地域整備計画の変更には、町の施策

や線引き見直し時に行う特別管理と個々の農振農用地の除外

を行う一般管理があり、この農用地区域を除外する際には農業

振興地域の整備に関する法律施行令及び施行規則で各種団体

へ意見照会するよう定められており、農業委員会、農業協同組

合及び土地改良区に意見照会した上で京都府との協議も必要

となってきます。

５ページをご覧いただきたいのですけど、こちらの依頼文が

農業委員会への意見照会であり、この依頼により令和６年５月

１３日に第２農地部会を開催させていただきました。

簡単ですが、農振法についての説明とさせていただき、議案

に入っていきたいと思います。

それでは議案第１号受付番号１について、議案書１ページを

ご覧下さい。この受付番号１は、先ほど少し申しました線引き

見直し時に行う特別管理での案件となります。土地の詳細につ

いては、２ページ、３ページ、４ページをご覧ください。変更

箇所は●●●、●●、●●地区で、計１８４筆、１６１，２９

７平米となります。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１ペ

ージから７ページをご覧下さい。１ページ及び２ページが●●

●、３ページ、４ページ、５ページ、６ページ、７ページが●

●及び●●の写真になります。

続きまして、建設課より、内容の説明をさせていただきます。

建設課よろしくお願いいたします。

建設課の今道と申します、よろしくお願いします。都市計画

に関わることですので、私のほうからご説明させていただきま

す。今、少し言葉に出てきました線引き見直しという言葉です

ね、市街化区域と市街化調整区域の区分を見直すこと、これを

線引き見直しと呼ばれております。ご存知の方もいらっしゃる

かなとは思うんですが、市街化区域というものは、既に市街地
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（建設課） になっているところですとか、ここ１０年以内に市街地におそ

らくなるであろう区域で、市街化調整区域というものは、市街

化を抑制すべき区域となっておりまして、市街化調整区域にお

いては、基本的には建築行為ですとか、開発行為というものが

制限される区域となっております。この線引きですが、定期的

に見直しが行われておりまして、実際行われるのは京都府南部

の広域において、京都府さんが行われるんですけど、だいたい

７、８年ごとに行われておりまして、ちょうど今年ですね、見

直しのタイミングということで、今回投げかけさせていただい

ているものとなります。

具体的な場所で申しますと地図のほうの、先ほども説明させ

ていただきましたが、１ページからになっておりまして、まず

１ページ２ページについては、●●●の●●●、●●、さらに

●●●●●の地区になっております。この地区の中でですね、

西側の少し小さな部分と、東側の大きな農地についての変更に

なるんですけれども、西側についてはですね、●●●●さんが

実施されまして、おおむね市街化が進んでおりまして、残地と

なっている●●●に面しているといいますか、ちょっと入って

いるんですけど、その箇所が今回、関係してくる場所になりま

す。東側の部分がですね、●●●●をまたいで●●●●●●ま

での間の少しまとまった農地になっております。こちらについ

ては物流の企業が一社で全て一体的な利用っていうものを計

画されております。それに併せて、線引き見直しということで、

市街化編入、市街化区域に編入するものを考えております。

３ページですね、めくっていただいたところが、●●、●、

●●地区と呼ばせていただいてるんですけども、久御山町のみ

なくるタウン事業として、事業化を行っているところの部分に

なります。区画整理事業として整理をしておりまして、この中

にも農振農用地とそうじゃない区域がありまして、今回対象に

なっているのが、網掛けになっている部分でございます。こち

らは、主にみなくるタウン事業の産業立地促進ゾーンの第２期

として、整備をすべく区画整理組合の設立に向けて動いている

という区域になっております。今後、整理組合を立ち上げまし

て、造成工事を行って、令和１０年、令和１１年くらいには具
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（建設課）

（事務局）

（会長）

（●部会長）

体的な姿が見えてくるかなというところなんですが、両地区と

も基本的な考え方としまして、農家の皆さまにご迷惑をおかけ

しないようにというところで、真っ先に思いつくのが、雨水排

水ですね、田んぼですとか、畑から開発されて、宅地になりま

すと、水がすごい出てきますので、それをきちっと工夫して、

水をそもそも湧水的に溜める機能があるところはその分も加

味して、農地もそうですし、集落等に影響を与えないように、

という考え方で進めていきたいと思っております。他にです

ね、交通の関係も心配事かなと思います。発展するようなとこ

ろですね、拡幅ですとか舗装の改良工事とか、そういったもの

を行って、農道に流入するような車が増えないように、きちん

と道路の整備も行いたいと思っております。併せてみなくるタ

ウン事業の場合ですね、順番に開発していくような、段階的な

開発になってまいりますので、そういったところも影響が生じ

ないように、段階的にその都度、巨椋池土地改良区さんですと

か、そういったところとも協議しながらですね、周辺に影響し

ないようにという形で進めてまいりたいと思っております。

駆け足で申し訳ないですが、以上説明とさせていただきま

す。

ありがとうございます。続きまして、会長よろしくお願いし

ます。

それでは続きまして、受付番号１の案件につきまして、さる

５月１３日、第２農地部会の開催をしていただきました。その

協議内容につきまして、●部会長のほうから報告をよろしくお

願いいたします。

それでは、久御山農業振興地域整備計画の変更に関する意見

について、さる令和６年５月１３日に開催しました第２農地部

会で協議いたしました結果を、意見をまとめましたので報告い

たします。

第２農地部会として、「農作業に支障が生じないよう、地元

並びに近隣の農地所有者等の意見を十分尊重しながら進めて
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（●部会長）

（会長）

（建設課）

（会長）

（事務局）

いただきたい。」と意見をする必要があると考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

どうも、ご苦労様でした。それでは、議案第１号受付番号１

の、ただ今事務局から説明と、第２部会の報告、●部会長から

報告がございました。この件につきまして、何かご意見ご質問

等あれば頂戴をいたしたいと思いますが、いかがでしょう。

これからの久御山町のまちづくりの一環を担うものでござ

いますが、いかがでしょうか、よろしゅうございますか。特に

ご意見ご質問もないようでございます。

それでは、農業委員会の意見として、第２農地部会の報告と

同様にするかどうかについて採決を行いたいと思います。

議案第１号受付番号１について、「農作業に支障が生じない

よう、地元並びに近隣の農地所有者等の意見を十分尊重しなが

ら進めていただきたい。」と町長に回答したいと思いますが、

これに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、「農作業に支障が生じないよう、地元並

びに近隣の農地所有者等の意見を十分尊重しながら進めてい

ただきたい。」として、町長に回答をいたしたいと思います。

それではここで、今、説明をいただきました町建設課の方に

は退室をよろしくお願いをいたします。

ありがとうございました。

（建設課 午後１時４５分 退席）

退席をいただいたところで、続きまして、議案第１号受付番

号２につきまして、まず事務局から説明を願います。

それでは議案第１号受付番号２について議案書５ページを

ご覧下さい。土地の詳細については、６ページをご覧ください。

変更箇所は●●●地区で、計７筆、５，５８４平米となります。
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（事務局） 所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の８ペ

ージをご覧下さい。

内容としましては、メディケアゾーンでの回復期リハビリテ

ーション及び地域包括ケアを目的とした新病院の開設に伴い、

職員用駐車場が不足することから農用地利用計画の変更の申

し出があった案件になります。

土地の選定理由につきましては、公共交通機関が未充足な当

地において、自動車通勤が主となることから職員用駐車場の確

保が運営上では必須となり、近隣に必要台数を賄える土地もな

く、また利便性が高いことや緊急時にも対応しやすいことから

当該地を選定されました。駐車台数においては、新病院の場所

に駐車していた２００台と新病院の開設に伴い、雇用する職員

分８３台を合わせた２３３台となります。

また、この案件は個々の農振農用地の除外を行う一般管理で

の案件となるため、７ページの農振法に定められた６要件をす

べて満たしていることが前提となります。先ほどの選定理由で

も申し上げましたとおり、近隣に必要台数が賄える土地がない

ことであったり、農業上の総合的な利用や農用地の利用の集

積、土地改良施設の機能にも支障を及ぼすおそれがなく、農業

生産基盤整備事業完了後、この下津屋地区においては昭和５５

年にほ場整備が完了しており、８年を経過していることから要

件２以外の要件を満たしていると判断しています。その、要件

２に関しましては、皆さまもご存じのとおり、地域計画は現在

策定中のため対象外になりますが、策定においても支障を及ぼ

すおそれがないと判断できると考えており、除外に必要なすべ

ての要件を満たしていると判断しています。

なお、この要件をすべて満たせば無条件で除外できるのでは

なく、あくまで申し出るための初段階であり、これで除外が決

定したわけではありません。はじめの説明でも申しましたとお

り、関係機関からの意見や京都府とも協議し、除外できるか決

定をしていきます。

以上で説明も含めて、お伝えさせてもらいます。会長よろし

くお願いします。
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（会長）

（●部会長）

（会長）

それでは続きまして、議案第１号受付番号２の案件につきま

して、５月１３日に併せてこの案件につきましては協議いただ

きました。第２農地部会の協議内容を、●部会長から報告をお

願いいたします。

受付番号１と同じく、「農作業に支障がないよう、地元並び

に近隣の農地所有者等の意見を十分尊重しながら進めていた

だきたい。」と意見をする必要があると考えてます。特に、近

隣には家もありますので、その辺をよろしくお願いしたいと思

います。

ご苦労様でした。それでは、議案第１号受付番号２の説明が

事務局から、また第２農地部会の報告が●部会長からありまし

たけども、この案件につきまして、何か意見があれば皆さん方

から頂戴をいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。この案件につきましても、特にご

意見ご質問もないようでございます。

それでは、農業委員会の意見として、第２農地部会の報告と

同様にするかどうかについて採決を行いたいと思います。

議案第１号受付番号２について、「農作業に支障が生じない

よう、地元並びに近隣の農地所有者等の意見を十分尊重しなが

ら進めていただきたい。」と町長に回答することに賛成の農業

委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、「農作業に支障が生じないよう、地元並

びに近隣の農地所有者等の意見を十分尊重しながら進めてい

ただきたい。」として、町長に回答いたしたいと思います。

それでは続きまして、議案第２号に入ります。議案第２号令

和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他

事務の実施状況の公表についてを議題といたします。まず事務

局から説明を願います。
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（事務局） 議案第２号令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推

進の状況その他事務の実施状況の公表について、ご説明をさせ

ていただきます。

まず、先ほどの資料の綴りの後ろ６ページの、資料Ｂと右上

に書かれたところを見ていただきたいんですけども、こちらが

提案理由である農林水産省経営局長からの通知になります。農

業委員会法第３７条の規定により、実施した最適化活動の状況

を公表しなければならないとされており、この点、目標に照ら

して点検評価を行った上で公表をすることが重要であるとさ

れています。これに基づき、令和５年度の目標に照らして、実

施状況を作成いたしました。

それでは議案書に戻っていただきまして、まず議案書１０ペ

ージから入りたいと思うんですけども、１０ページ上の（１）

農地の集積について、②目標と③実績を見ていただきたいので

すが、目標である新規集積面積、３ヘクタールに対して、実績

が１６．７ヘクタールの新規集積があり、集積率も５６パーセ

ントとなり、目標を上回りました。この結果、目標に対する達

成状況は１０５．７パーセントとなりましたので、点検結果は

目標を上回る結果となったとしています。

次に、議案書１０ページ下から１１ページの真ん中の（２）

遊休農地の発生防止・解消について、こちらも先ほどと同じく

②目標と、③実績を見ていただきたのんですが、目標である解

消面積０．２７ヘクタールに対して１．２１ヘクタールが解消

されました。しかし、前年度の新規発生分の解消面積は、１．

６５ヘクタールに対して、１．０３ヘクタールとなりましたの

で、点検結果は既存遊休農地の解消は目標を上回る結果となっ

たが、前年度に新規発生した遊休農地の面積は、解消は目標を

下回る結果となったとしております。このように、１１ページ

下の（３）新規参入の促進等も点検評価を行い、資料の７ペー

ジ、先ほどの資料Ｂの１枚めくっていただいた７ページになる

んですけど、こちらに評価の表をつけさせていただいてるんで

すけど、こちらの表に基づき評価すると、令和５年度は議案書

１３ページ下の表に記載していますとおり、目標に対して期待

を上回る結果が得られたとなりました。その続きの、その下の
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（事務局）

（会長）

推進委員等の点検評価結果については、本日、青色の表紙に「令

和５年度最適化活動の実施状況一覧表」と記載したものを机の

上に置かせていただいてると思うんですけども、こちらが毎月

の活動記録簿を基にまとめました各委員さんの最適化活動を

先ほどの表の右側で、先ほどと同じように評価し、その結果を

記載させていただいております。事務局においても、活動記録

簿以上に農地の確認や農業者さんともお話していただいてる

と当然理解しておるんですけども、どうしても評価っていうの

がこの活動記録簿の日数、数字を基にとりまとめることになり

ます。先ほどの資料Ｂの７ページの右側のとおり、期待通り以

上の結果を得るためには、１５点以上の評価点が必要であり、

皆さまの活動日数が重要となってきますので、お忙しい中記入

が後回しになることもあると思いますが、その都度できる限

り、活動記録簿へのご記入を併せてお願いさせていただきま

す。

また、お帰りまでに、先ほどの青色の表紙の実施状況一覧表

の右下のほうですね、自己点検評価の欄というのがあると思う

んですけど、継続委員さんは昨年度も書いていただいたことが

あると思いますが、ここに何か一言、机の上にボールペンも置

かせていただいてるんですけど、お帰りまでに何か一言、ご記

入のほうを併せてお願いいたします。

説明は以上になります。会長よろしくお願いします。

ただ今、事務局から説明がございましたが、議案第２号の説

明が終わりましたので、この件につきまして、何かご意見ご質

問等はございませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。この案件は農業委員さんだけでな

く、農業委員、推進委員すべての委員さんに挙手をお願いする

ものです。議案第２号のとおり実施状況を公表することに賛成

の農業委員さんと推進委員さんの挙手をお願いいたします。
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（会長）

（●●●●委

員）

（会長）

（事務局）

全員挙手。よって、議案第２号のとおり実施状況を公表する

ことといたします。

それでは、議案第３号に入ります。議案第３号農地法第３条

の規定による許可申請について、３条許可を議題といたしま

す。

まず、現地調査の報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。

議案第３号受付番号１９から受付番号２３の案件につきま

して、現地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第３号受付番号１９と報告、資料の後ろにご

ざいます報告第１号農地法第１８条第６項による賃貸借契約

合意解約の通知について、受付番号６は関連がございますの

で、まとめて審議をします。まず事務局から説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号１９について説明する前に、

関連する内容いたしまして、報告第１号農地法第１８条第６項

による賃貸借契約合意解約の通知について、受付番号６を先に

報告いたします。

報告第１号受付番号６について、議案書３５ページをご覧く

ださい。内容については記載のとおりです。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の９ページ

をご覧ください。

本件につきましては、令和６年５月２７日付けで会長専決

し、届出の受理をさせていただきましたことを申し添えておき

ます。

改めまして、議案第３号受付番号１９について、議案書１５

ページをご覧ください。内容については記載のとおりです。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書１６ページをご覧く

ださい。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の先ほどと

同じく９ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号１９及び報告第１号受付番号６につき

まして、ご意見ご質問等はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号１９を許可す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をします。

続きまして、議案第３号受付番号２０について、まず事務局

から説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号２０について、議案書１７ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書１８ページをご覧く

ださい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１０ペー

ジをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２０につきまして、ご意見ご質問等はご

ざいませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号２０を許可す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

続きまして、議案第３号受付番号２１につきまして、事務局

より説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号２１について、議案書１９ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。こち

らはご覧のとおり、譲渡人の持分１３分の２を譲受人に所有権

移転する内容です。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書２０ページをご覧く

ださい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１１ペー

ジをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２１について、ご意見ご質問はございま

せんか。

よろしいですか。持分の移転というふうになりますが、よろ

しいですか。特にご意見ご質問もないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号２１を許可す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号２２につきまして、事務局

より説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号２２について、議案書２１ペ

ージをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書２２ページをご覧下

さい。

なお、こちらの案件は譲受人が新規就農者ですので、現地調

査の際に譲受人本人に来ていただき、現地調査委員さんと地元

委員さんによるヒアリング調査も実施していただきました。
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（事務局）

（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１２

ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

それではまず、新規就農者に対するヒアリング調査の報告を

調査委員からお願いをいたします。

新規就農者に係る事前ヒアリング調査の報告をさせていた

だきます。

農地法第３条許可の要件である効率的に耕作することがで

きるか、農作業に常時従事できるか、地域との調和要件を満た

せるか、などについて営農計画書をもとに譲受人に対してヒア

リング調査を行った結果、特に問題はないと思われます。

議案第３号受付番号２２について、ただ今、ヒアリングの結

果等を受けまして説明がございましたが、この案件につきまし

て、何かご意見ご質問はございませんか。

新規就農の方ですけど、よろしいですか。特にご意見ご質問

もないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号２２を許可す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をします。

続きまして、議案第３号受付番号２３につきまして、事務局

より説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号２３について、議案書２３ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書２４ページをご覧く

ださい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１３ペー

ジをご覧ください。
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（事務局）

（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２３につきまして、ご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号２３を許可す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第４号に入ります。議案第４号旧農業経営

基盤強化促進法第１８条第１項の決定について、利用権設定を

議題といたします。

まず、現地調査の報告を調査委員からお願いをいたします。

議案第４号受付番号７８から受付番号８１の案件につきま

して、現地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第４号受付番号７８の案件につきまして、ま

ず事務局から説明を願います。

それでは、議案第４号受付番号７８について、議案書２５ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び旧

農業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２６

ページをご覧ください。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１４ペー

ジをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号７８につきまして、何かご意見ご質問等

はございませんか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号７８につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号７９について、事務局から

説明を願います。

それでは、議案第４号受付番号７９について、議案書２７ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び旧

農業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２８

ページをご覧ください。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１５ペー

ジをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号７９について、ご意見ご質問等はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号７９につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号８０について、事務局より

説明を願います。

それでは、議案第４号受付番号８０について、議案書２９ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び旧

農業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３０

ページをご覧ください。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１６ペー

ジをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号８０について、ご意見ご質問等はござい

ませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号８０につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号８１について、事務局から

説明を願います。

それでは、議案第４号受付番号８１について、議案書３１ペ

ージをご覧ください。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び旧

農業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３２

ページをご覧ください。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１７ペー

ジと１８ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号８１について、何かご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようでございま

す。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号８１につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第５号に入ります。議案第５号旧農業経営

基盤強化促進法第１８条第１項の決定について、所有権移転を

議題といたします。

まず、現地調査の報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。

議案第５号受付番号５と受付番号６の案件につきまして、現

地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第５号受付番号５と受付番号６及び報告第１

号農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約の通知に

ついて、受付番号７については、関連がございますのでまとめ

て審議をします。まず事務局から説明を願います。

それでは、議案第５号について説明する前に、関連する内容

として、報告第１号農地法第１８条第６項による賃貸借契約合

意解約の通知について、受付番号７を先に報告します。

報告第１号受付番号７について、議案書３６ページをご覧く

ださい。内容については記載のとおりです。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１９ペー

ジをご覧ください。

本件につきましては、令和６年５月２７日付けで会長専決

し、届出の受理をさせていただきましたことを申し添えておき

ます。

改めまして、議案第５号受付番号５について、議案書３３ペ

ージ上段をご覧ください。

続きまして、議案第５号受付番号６について、議案書３３ペ

ージ下段をご覧ください。内容については記載のとおりです。
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（事務局）

（会長）

また、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等及び旧農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３４ペ

ージをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の先ほ

どと同じく１９ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第５号受付番号５と受付番号６及び報告第１号受付番

号７につきまして、何かご意見ご質問等はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第５号受付番号５と受付番号

６について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願

いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

それでは、報告第１号はすでに報告済みですので、本日予定

をしておりました審議と報告は全てこれで終わりたいと思い

ます。

―――――――――――― 午後２時１５分 終了 ――――――――――――


